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FAXTEL住      所郵便番号代 表 者 氏 名団   体   名

892-7022893-4411
宜野湾市野嵩1-1-1
宜野湾市秘書広報課平和交流係内

901-2710
安慶名　　　力
高江洲　義　之

会　　長
事務局長

宜野湾市国際交流協会41

876-6014876-6000浦添市前田1143-1901-2552木 下 俊 夫所     長
独立行政法人国際協力機構
沖縄国際センター

42

869-9871869-9871
那覇市久茂地2-10-20
マンション白馬301号

900-0015石　川　美智子会　　長国際ソロプチミスト沖縄43

895-6602895-6601西原町千原１　琉球大学農学部内903-0213
サリフ・ディオップ
馬 場　 繁 幸

会　　長
理 事 長

（特活）国際マングローブ生態系協会44

（0980）51-0325（0980）51-0123
名護市宮里487
名護市国際交流会館内

905-0011岸 本 能 子会　　長名護市国際交流親善委員会45

861-4092861-5195那覇市銘苅2-3-1900-8585
伊　藝　美智子
宮 里 千 里

会　　長
事務局長

那覇市国際交流市民の会46

937-7760937-7760沖縄市安慶田3-4-24（安里方）904-0012平 良 善 一会　　長南洋群島帰還者会47

874-0049874-0056
浦添市前田1143-1　
国際協力機構沖縄国際センター内

901-2552
松 岡 和 久
木 村 一 秀

理 事 長
支 所 長

（財）日本国際協力センター沖縄支所48

858-1010858-1110那覇市高良3-9-5901-0145大 浜 寛 之会　　長（公社）日本青年会議所沖縄地区協議会49

878-3953878-3953浦添市伊祖2-16-18（島元宅）901-2132上 里 賢 一
支 部 長
副支部長

日本中国友好協会沖縄県県支部50

858-1452858-1451那覇市奥武山町51-2　体育会館３F900-0026
宮 里 博 史
渡 口 政 明

理 事 長
事務局長

（財）日本ボーイスカウト沖縄県連盟51

889-0529889-7399
南風原町字喜屋武257
南風原文化センター

901-1113大 城 和 喜館    長南風原町立南風原文化センター52

899-1327090-6869-3508宜野湾市真志喜2-6-16 3-E901-2224真 壁 由 香代 表 者ヒスパニック文化センター53

862-9157862-9153那覇市久茂地3-23-10　よなはビル402号900-0015
林　 国 源
原 田 百 恵

会　　長
事務局長

琉球華僑總會54

895-8924895-8924
西原町字千原１
琉球大学法文学部　スペイン語研究室

903-0213金 城 宏 幸
会　　　
　 長

琉球大学スペイン文化研究会（SHURY）55

862-3672866-1212
那覇市久茂地1-11-1
琉球銀行本店内

900-0015松 本 行 雄理 事 長（財）りゅうぎん国際化振興財団56

995-2519995-2515糸満市西崎2-17-6901-0305
ブースクリ・カリン・
フランソワ・マリー

会　　長Le Cercle "Okinawa-France Information"57

（0980）52-3139（0980）52-3139名護市宮里1-23-3905-0011外 間 政 吉議　　長YFU日本国際交流財団・沖縄地域代議員会58

－090-6869-3508浦添市経塚233901-2111
三 木　 建
ミゲール・ダルーズ

会　　長
事務局長

沖縄ニューカレドニア友好協会59

942-9218942-9215宜野湾市伊佐4-2-16901-2221
仲 村 守 和
松 田 雅 章

理 事 長
事務局長

（財）沖縄県国際交流・人材育成財団60

FAXTEL住      所郵便番号代 表 者 氏 名団   体   名

884-4539884-4539那覇市首里当蔵町2-7903-0812照 屋 聡 子代　　表アンデスセンター61

835-4647－那覇市松川275-4　スイートハウス401号902-0062マルコ・マッセターニ代    表イタリアンカルチャー倶楽部62

945-6167945-6167西原町翁長926-63903-0117
比 嘉 幹 郎
石 川 博 三

会　　長
事 務 局

沖縄アメリカ協会63

893-1673893-1673
宜野湾市宜野湾2-6-1
沖縄国際大学波平研究室内

901-2701波 平 勇 夫会　　長沖縄エジプト友好協会64

884-6626884-6626那覇市首里汀良町2-3-801（大濱様方）903-0806
高 嶺 善 包
正 木　 元

会　　長
事務局長

琉球沖縄・オーストラリア協会65

966-2152966-8194
恩納村字谷茶1919-1
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤機構

904-0412嘉手苅　孝　夫事務局長沖縄シンガポール協会66

－090-9593-8966那覇市久米1-24-14　株式会社あきひろ内900-0033
上 原 正 英
長 濱 宗 孝

会　　長
事務局長

沖縄タイ友好協会67

864-1222－
那覇市久米1-1-7　サマリア久米
２１沖縄公論内

900-0033
西　田　健次郎
山 口 芳 弘

会　　長
事務局長

沖縄・中国友好協会68

0980-76-37720980-76-3771
宮古島市上野字宮国775-1
上野ドイツ文化村内

906-0203
真栄城　徳　佳
太 田 幸 次

会　　長
事務局長

沖縄日独協会69

895-1431944-4880西原町字上原242　サニーヒル103903-0125森 田 孟 進会　　長沖縄ラオス友好協会70

892-9908892-4758宜野湾市宜野湾3-23-52 1F901-2211
新 垣　 誠
玉 城 直 美

会　　長
事務局長

（特活）沖縄NGOセンター71

863-3102863-3166那覇市久茂地2-15-3 嘉栄産業ビル8F900-0015梅　 昌 玉団　　長在日本大韓民国民団沖縄県地方本部72

861-6536862-7008那覇市久茂地3-15-9　アルテビル那覇６F900-0062粘　 信 士處　　長台北駐日經濟文化代表處那覇分處73

886-9834868-3758那覇市久米2-2-10 那覇商工会議所内900-0033国 場 幸 一会　　長中琉協会74

946-0794946-0166西原町字翁長556番地10（4F）903-0117川　木　アリス会　　長琉球台湾婦人会75

※以上60団体は、沖縄県国際交流団体連絡協議会加盟団体である。

191

１１　諸規程

第５　回世界のウチナーンチュ大会実行委員会規約

（名　称）

第１条　この会は、第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会（以下「本会」という。）と称する。

（目　的）

第２条　本会は、世界のウチナーンチュの交流促進と、これまで構築したウチナーネットワーク継承の担い

手となる次世代の育成を図るため、第５回世界のウチナーンチュ大会（以下「大会」と称する。）を開催す

るとともにプレ・イヤーイベントを実施・支援する。

（事　業）

第３条　本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

（１）大会及びプレ・イヤーイベントの企画及び実施

（２）大会及びプレ・イヤーイベント開催に関する広報事業

（３）その他本会の目的を達成するために必要な事業

（組　織）

第４条　本会は、会長、副会長、委員及び監事をもって組織する。

２　会長は、沖縄県知事の職にある者をもって充てる。

３　副会長、委員及び監事は、別表１に掲げる職にあるものとし、会長が委嘱する。

（役員の職務）

第５条　会長は、本会を代表し、会務を総理する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

３　その職務を代理する者は、あらかじめ会長が指定した者とする。

４　監事は、会長から審査に付された決算書を監査する。

（任　期）

第６条　役員、委員及び監事の任期は、本会が解散されるまでとする。

（会　議）

第７条　会議は会長が招集し、その議長となる。

２　会議は委員の過半数の出席をもって成立する。

３　第３条に掲げる事業を推進するため、本会は、次の各号に掲げる事項を審議、決定する。

（１）大会及びプレ･イヤーイベントの運営に係る基本的事項に関すること

（２）事業計画に関すること

（３）予算及び決算に関すること

（４）規約の制定及び改廃に関すること

（５）その他、重要な事項に関すること

（議　事）

第８条　本会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合

において、代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加わった者は出席委員とみなす。
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（会長の専決事項）

第９条　会長は、会議を招集する暇がない場合における緊急な事項については、これを専決処分することが

できる。

２ 会長は前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告しその承認を得なければならない。

（幹事会）

第１０条　本会に幹事会を置く。

２　幹事会は会議に付議すべき事案をあらかじめ調査検討し、会議の円滑な運営を図る。

３　幹事会は幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

４　幹事長は沖縄県文化観光スポーツ部参事監をもって充てる。

５　副幹事長及び幹事は別表２に掲げる職にある者とし、会長が委嘱する。

６　幹事長は、会務を総括する

７　副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。

８　幹事長の職務を代理する者は、あらかじめ幹事長が指定した者とする。

９　会議は幹事長が招集し、その議長となる。

１０　会議は幹事の過半数の出席をもって成立する。

１１　幹事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合に

おいて、代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加わった者は出席幹事とみなす。

１２　幹事長は、必要があるときは専門家又は関係者を参考人として幹事会に出席を求めることができる。

（事務局）

第１１条　本会の事務を処理するため、沖縄県文化観光スポーツ部交流推進課内に事務局を置く。

２　事務局職員は、県関係部局、関係機関等の職員を兼務させるものとする。

３　事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（会　計）

第１２条　本会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。

（会計年度）

第１３条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

２　本会の会計に関し必要な事項は、会長が定めるもののほか、沖縄県の財務に関する諸規定の例による。

（解　散）

第１４条　本会は、事業の目的を達成したときは解散する。

（委　任）

第１５条　この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
　

　　附　則

　この規約は、平成２２年７月１２日から施行する。
　

　　附　則

　この規約は、平成２２年１０月２６日から施行する。
　

　　附　則

　この規約は、平成２３年４月２６日から施行する。
　

　　附　則

　この規約は、平成２３年８月１０日から施行する。
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＜別表第１＞　第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会委員

役　　職所　　　　　属役員／委員No.
知事沖縄県会長１
議長沖縄県議会副会長２
副知事沖縄県副会長３
副知事沖縄県副会長４
会長沖縄県市長会副会長５
会長沖縄県町村会副会長６
会長（社）沖縄県経営者協会副会長７
会長沖縄県商工会議所連合会副会長８
理事長（財）沖縄県国際交流・人材育成財団副会長９
会長（財）沖縄観光コンベンションビューロー副会長１０
所長独立行政法人国際協力機構沖縄国際センター副会長１１
会長（社）沖縄県工業連合会委　員１２
会長沖縄県中小企業団体中央会委　員１３
代表幹事沖縄経済同友会委　員１４
会長沖縄県商工会連合会委　員１５
会長沖縄県農業協同組合中央会委　員１６
代表理事会長沖縄県漁業協同組合連合会委　員１７
会長（社）沖縄県建設産業団体連合会委　員１８
会長沖縄県情報通信関連産業団体連合会委　員１９
会長沖縄県酒造組合連合会委　員２０
代表理事協同組合沖縄フリートレードゾーン委　員２１
会長ＷＵＢネットワーク委　員２２
会長（社）沖縄県バス協会委　員２３
会長（社）沖縄県ハイヤー・タクシー協会委　員２４
代表取締役社長沖縄都市モノレール（株）委　員２５
会長（社）沖縄県銀行協会委　員２６
会長沖縄県金融協会委　員２７
理事長（財）海洋博覧会記念公園管理財団委　員２８
専務理事（財）沖縄県体育協会委　員２９
会長沖縄県青年団協議会委　員３０
会長（社）沖縄県婦人連合会委　員３１
会長沖縄県女性の翼の会委　員３２
会長沖縄パイロットクラブ委　員３３
会長コザパイロットクラブ委　員３４
理事長沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合委　員３５
支部長（社）日本ホテル協会沖縄支部委　員３６
支部長（社）日本旅行業協会沖縄支部委　員３７
支部長（社）全国旅行業協会沖縄県支部委　員３８
理事長沖縄県旅行業協同組合委　員３９
代表取締役社長沖縄電力（株）委　員４０
支店長ＮＴＴ西日本（株）沖縄支店委　員４１
代表取締役社長ＫＤＤＩ沖縄（株）委　員４２
代表取締役社長沖縄セルラー電話（株）委　員４３
代表取締役社長沖縄ケーブルネットワーク（株）委　員４４
代表取締役社長沖縄通信ネットワーク（株）委　員４５
局長ＮＨＫ沖縄放送局委　員４６
代表取締役社長琉球放送（株）委　員４７
代表取締役社長沖縄テレビ放送（株）委　員４８
代表取締役社長琉球朝日放送（株）委　員４９
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役　　職所　　　　　属役員／委員No.
代表取締役社長（株）沖縄タイムス社委　員５０
代表取締役社長（株）琉球新報社委　員５１
代表取締役社長（株）ラジオ沖縄委　員５２
代表取締役社長（株）エフエム沖縄委　員５３
会長（社福）沖縄県社会福祉協議会委　員５４
会長（社福）沖縄県身体障害者福祉協会委　員５５
会長（財）沖縄県遺族連合会委　員５６
会長（財）沖縄県平和祈念財団委　員５７
会頭在沖米国商工会議所委　員５８
處長台北駐日経済文化代表處那覇分處委　員５９
名誉領事タイ王国名誉領事館委　員６０
会長沖縄アルゼンチン友好協会委　員６１
会長沖縄インドネシア友好協会委　員６２
会長沖縄カナダ協会委　員６３
会長沖縄県青年海外協力協会委　員６４
代表沖縄県ボランティア通訳友の会委　員６５
会長沖縄ハワイ協会委　員６６
会長沖縄フィリピン協会委　員６７
会長沖縄ブラジル協会委　員６８
会長沖縄ペルー協会委　員６９
会長沖縄ボリビア協会委　員７０
会長国際ソロプチミスト沖縄委　員７１
会長（公社）日本青年会議所沖縄地区協議会委　員７２
理事長（財）りゅうぎん国際化振興財団委　員７３
会長（特活）沖縄ＮＧＯセンター委　員７４
理事長（公財）沖縄県文化振興会委　員７５
会長沖縄県文化協会委　員７６
理事長（社）沖縄県緑化推進委　員会委　員７７
会長（社）沖縄県医師会委　員７８
会長（社）沖縄県歯科医師会委　員７９
会長（社）沖縄県薬剤師会委　員８０
会長（社）沖縄県看護協会委　員８１
議会事務局長沖縄県委　員８２
教育長沖縄県委　員８３
企業局長沖縄県委　員８４
警察本部長沖縄県委　員８５
病院事業局長沖縄県委　員８６
知事公室長沖縄県委　員８７
総務部長沖縄県委　員８８
企画部長沖縄県委　員８９
環境生活部長沖縄県委　員９０
福祉保健部長沖縄県委　員９１
農林水産部長沖縄県委　員９２
商工労働部長沖縄県委　員９３
文化観光スポーツ部長沖縄県委　員９４
土木建築部長沖縄県委　員９５
会長伝統組踊保存会委　員９６
会長琉球舞踊保存会委　員９７
会長沖縄県芸能関連協議会委　員９８
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役　　職所　　　　　属役員／委員No.
会長沖縄芸能協会委　員９９
会長沖縄芸能連盟委　員１００
副会長沖縄伝統空手道振興会委　員１０１
理事音楽制作者連盟委　員１０２
会長沖縄県ロック協会委　員１０３
会長沖縄ＪＡＺＺ協会委　員１０４
会長（財）沖縄県老人クラブ連合会委　員１０５
会長沖縄県介護福祉士会委　員１０６
支部長日本保育協会沖縄県支部委　員１０７
理事長沖縄日伊協会委　員１０８
会長沖縄メキシコ協会委　員１０９
会長沖縄フランス協会委　員１１０
会長沖縄ニューカレドニア友好協会委　員１１１
会長浦添市国際交流協会委　員１１２
会長沖縄市国際交流協会委　員１１３
会長宜野湾市国際交流協会委　員１１４
会長名護市国際交流親善委　員会委　員１１５
会長那覇市国際交流市民の会委　員１１６
会長沖縄県市議会議長会委　員１１７
会長沖縄県町村議会議長会委　員１１８
学長沖縄県立看護大学委　員１１９
学長沖縄県立芸術大学委　員１２０
学長琉球大学委　員１２１
学長名桜大学委　員１２２
学長沖縄国際大学委　員１２３
学長沖縄キリスト教学院大学・短期大学委　員１２４
学長沖縄大学委　員１２５
学長沖縄女子短期大学委　員１２６
会長（社）沖縄県専修学校各種学校協会委　員１２７
代表取締役社長那覇空港ビルディング（株）委　員１２８
会長沖縄県レンタカー協会（新規委員）１２９
代表理事一般社団法人沖縄観光の未来を考える会　（新規委員）１３０
会計管理者沖縄県監　事１３１
財政統括監沖縄県監　事１３２
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＜別表第２＞　第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会幹事

役　　　職所　　　　　属No.

参事監沖縄県文化観光スポーツ部幹事長１

事務局長（財）沖縄観光コンベンションビューロー副幹事長２

国際交流課長（財）沖縄県国際交流・人材育成財団副幹事長３

次長沖縄県議会事務局幹　事４

事務局長沖縄県市長会幹　事５

事務局長沖縄県町村会幹　事６

事務局長沖縄県商工会議所連合会幹　事７

次長独立行政法人　国際協力機構沖縄国際センター幹　事８

教育管理統括監沖縄県教育庁幹　事９

企業企画統括監沖縄県企業局幹　事１０

警務部参事官兼警務課長沖縄県警察本部幹　事１１

病院事業統括監沖縄県病院事業局幹　事１２

秘書広報統括監沖縄県知事公室幹　事１３

総務統括監沖縄県総務部幹　事１４

企画調整統括監沖縄県企画部幹　事１５

県民生活統括監沖縄県環境生活部幹　事１６

福祉企画統括監沖縄県福祉保健部幹　事１７

農政企画統括監沖縄県農林水産部幹　事１８

産業振興統括監沖縄県商工労働部幹　事１９

土木企画統括監沖縄県土木建築部幹　事２０
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第１章　総　　　則

（趣　旨）

第１条　この規程は、第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会規約第１１条第３項の規定に基づき、第５

回世界のウチナーンチュ大会実行委員会事務局（以下「事務局」という。）の組織及び運営に必要な事項を

定めるものとする。

第２章　事　務　局

（事務局）

第２条　事務局は、沖縄県文化観光スポーツ部交流推進課内に置く。

（業　務）

第３条　事務局は第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会（以下「本会」という。）に関する一切の事務

を処理する。

（組織及び所掌事務）

第４条　事務局に別表第１に掲げる班を置き、それぞれ同表に掲げる事務を分掌する。

（職　員）

第５条　事務局に事務局長を置く。

２　事務局長は、沖縄県文化観光スポーツ部交流推進課長をもって充てる。

３　事務局に次の職員を置くことができる。

（１）事務局次長

（２）班長

（３）班員

４ 会長は前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、職員を任命又は委嘱することができる。

（職　務）

第６条　事務局長は、会長の命を受け事務を総括し、職員を指揮監督する。

２　事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、事務局次長がその職務を代理する。

３　班長は、上司の命を受け班の事務を総括する。

４　班員は、上司の命を受け事務に従事する。

第３章　事務の決裁

（専　決）

第７条　事務局長、事務局次長は、別表第２に掲げる事項を専決することができる。

（代理決裁）

第８条　会長が不在のときは、あらかじめ、会長が指定した副会長が、会長及び副会長が不在のときは、事

務局長がその事務を代理決裁する。

２　事務局長が不在のときは、事務局次長がその職務を代理決裁する。

第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会

事務局の組織及び運営に関する規程
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３　代理決裁した事項については、速やかに専決すべき者の後閲を受け、又は報告しなければならない。

（重要事項の専決保留）

第９条　専決者は、この規定の定めるところにより、専決できる事項であっても、事案の内容が特に重要で

あるもの、異例のもの、疑義のあるもの、重大な紛争を生ずるおそれのあるもの等は、上司の決裁を受け

なければならない。

第４章　文　　　書

（収受及び発送）

第１０条　事務局に到着した文書及び物品は、総務班で収受し、配布するものとする。

２　事務局から発送する文書及び物品の事務は、各班において行うものとする。

（記号及び番号）

第１１条　文書には、「世ウ委」の記号を付し、総務班備え付けの文書処理簿による一連番号をつけなければな

らない。ただし、簡易な文書については、これを省略することができる。

（発信者名）

第１２条　文書の発信者は、会長名を用いるものとする。ただし、事案の軽易な文書にあっては事務局長名を

用いることができる。

（合　議）

第１３条　他の班に関係があると認められる起案文書については、当該班に合議しなければならない。

第５章　公　　　印

（公　印）

第１４条　本会が使用する印（以下「公印」という。）の種類は、別表第３のとおりとする。

２　前項に定める公印の管理者は、総務班長とする。

第６章　服　　　務

（服　務）

第１５条　職員の服務については、沖縄県服務規程の例による。

第７章　財　　　務

（予算案の作成）

第１６条　事務局長は、毎年度予算案を作成し、会長の決裁を受けなければならない。予算の補正についても

同様とする。

（負担金）

第１７条　会長は、事務局の運営にかかる経費について、共催者に負担金を求めることができる。

（出納員の設置）

第１８条　事務局に出納員を置く。

２　出納員は事務局次長をもって充てる。
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３　出納員の職務は、次のとおりとする。

（１）現金（証券を含む）の出納及び保管に関すること。

（２）物品の出納及び管理に関すること。

（３）前各号に付随する会計事務に関すること。

（出納閉鎖）

第１９条　出納は、翌年の４月３０日に閉鎖する。

２　前項の出納閉鎖期日は、会長がやむを得ないと認めるときは、その期日を変更することができる。

（金融機関の指定）

第２０条　現金の出納は、事務局長が指定する金融機関を通して取り扱うものとする。

（決　算）

第２１条　出納員は、出納閉鎖後３０日以内に収入支出決算書を会長に提出しなければならない。

第８章　補　　　則

（補　則）

第２２条　この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関しては、沖縄県の諸規則等の例による。

　　附　則

　この規程は、平成２２年７月１２日から施行する。

　　附　則

　この規程は、平成２３年４月２６日から施行する。
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＜別表第１＞（第４ 条関係)

所　　　掌　　　事　　　務班　　名

１　大会の指針となる基本方針の策定に関すること。

２　諸規程の制定改廃に関すること。

３　組織及び人事に関すること。

４　予算の編成、執行及び決算に関すること。

５　財務、募金に関すること。

６　出納事務に関すること。

７　国・市町村・関係団体との総合連絡調整に関すること。

８　委員会及び幹事会に関すること。

９　通訳・ガイド等ボランティアに関すること。

１０　大会記念表彰に関すること。

１１　その他、他班に属しない事項に関すること。

総 務 班

１　広報に関すること。

２　マスコミ対応に関すること。

３　国内外首脳からのメッセージに関すること。

４　広報プロモーションの企画・人選・派遣に関すること。

５　広報委託業者の管理・調整に関すること。

６　報告書、写真集、記録ビデオの作成に関すること。

７　その他広報に関すること。

広 報 班

１　国内外招待者等の選定・連絡調整に関すること。

２　国内外県人会、民間大使との連絡調整に関すること。

３　宿泊・輸送に関すること。

４　委託業務の管理・調整に関すること。

５　レセプションに関すること。

６　その他招待に関すること。

招 待 班

１　イベントの企画・実施に関すること。

２　イベントに係る国内外との連絡調整に関すること。

３　市町村の関連イベントに係る連絡調整に関すること。

４　委託業務の管理・調整に関すること。

５　その他イベントに関すること。

イ ベ ン ト 班
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＜別表第２＞（第７条関係）

１　事務局長専決事項

　（１）事務局次長、班長、班員の任命及び各班の事務分担の決定

（２）事務局長、事務局次長、班長、班員の旅行命令並びに復命の受理（事務局長の県外旅行３日以

上を除く。）

　（３）職員以外の者の旅行依頼及び報告の受理

　（４）国、市町村及び関係機関との協議

　（５）重要な通達、申請、進達、副申、通知、照会、回答又は報告

　（６）シンボルマークの使用許可及び協賛の付与

　（７）予算の配当、流用及び収入金の調停並びに徴収

　（８）支出負担行為の決定及び支出命令

２　事務局次長専決事項

　（１）軽易な通達、申請、進達、副申、通知、照会、回答又は報告

＜別表第３＞（第１４条関係）

寸　　法ひ　　　な　　　型公印の種類

３０ミリメートル平方
れい書

第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会会長之印
会　 長　 印
（一般文書用）

直径２１ミリメートル
れい書

第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会会長之印
会　 長　 印
（銀行届出用）

２７ミリメートル平方
れい書

第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会事務局長之印事 務 局 長 印
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沖縄県国際交流事業振興寄附金募集要項

１　趣　旨

　世界各地で活躍するウチナーンチュ（県系人）をはじめとする多数の参加のもと第５回世界のウチナー

ンチュ大会（以下「大会」という。）が開催されるに当たり、沖縄県の実施する国際交流・協力事業を推進

し、大会をより一層意義のあるものとするため、広く県内外の各界各層からの理解と協力による募金を実

施する。

２　募金の名称

　　「沖縄県国際交流・協力事業推進募金」という。

３　募金の実施

　　沖縄県（文化観光スポーツ部交流推進課）が行う。

４　募金の期間

　　平成２３年２月１日から平成２３年１０月３１日までとする。

５　募金の使途

　　沖縄県の実施する国際交流･協力事業の推進及び大会の円滑な運営に資する｡

６　募金の対象

　　県内外の法人、団体及び個人を対象とする。

７　募金の方法

　募金は、沖縄県が発行する「寄附申込書」により申込み、寄附採納受諾書に添付する納付書により、沖

縄県に納入するものとする。

８　その他

　　この要項に定めるもののほか、募金の実施及び現物給付の受取について必要な事項は別に定める。

　　附　則

　この要項は、平成２３年２月７日から施行する。

　　附　則

　この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。
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第５回世界のウチナーンチュ大会協賛趣意書

　「第５回世界のウチナーンチュ大会」を本年１０月１２日から１６日まで開催いたします。

　これまでの４回にわたる世界のウチナーンチュ大会では、世界に雄飛した県系人の功績を称え、ウチナー

ネットワークの発展を目指して、文化、経済、人材育成、スポーツなど様々な分野での取り組みがなされて

きました。

　民間大使制度やＷＵＢ（ワールドワイド・ウチナーンチュ・ビジネス・アソシエーション）の創設、ジュ

ニアスタディーツアー、ホストファミリーバンクの事業化などはネットワークの発展に大きな成果を挙げて

おります。

　１世紀を超える移民の歴史を経て、海外の県系人コミュニティにおいては、ネットワークを担う次世代の

育成が大きな課題となっており、県内においては、ウチナーネットワークに対する県民の理解促進が求めら

れています。第１回大会開催より２０年が経過し、５回目を数える本大会では、これまでの実績を踏まえなが

ら、さらにネットワークを拡充するため、これらの課題解決に向けた重点的な取り組みを推進したいと考え

ております。

　さらに、本県が２０１０年に策定した「沖縄２１世紀ビジョン」の中で指針とされている「世界に開かれた交流

と共生の島」の実現に向け、世界のウチナーンチュ大会は持続的かつ発展的な交流を促進する場として重要

な役割を担っていきたいと考えております。

　本大会の理念は、これらの取り組みを通し、「世界のウチナーネットワークが、世界の人々の豊かな『共生』

社会の実現に貢献すること」としております。

　今大会を成功裏に導き、実りの多いものとするためにも、皆様からご支援をいただき、事業の推進を図る

所存でございます。

　つきましては、平素から本県の発展に深いご理解とご協力をお寄せいただいている貴台のご協賛を賜りた

く、経済情勢がなお厳しい折誠に恐縮ではありますが、何とぞ大会の趣旨にご賛同下さいまして格別のご配

慮を賜りますようお願い申し上げます。

第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会

会長　仲井眞　弘多
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第５回世界のウチナーンチュ大会実施本部設置要綱

（目　的）

第１条　この要綱は、第５回世界のウチナーンチュ大会（以下「大会」という。）の開催趣旨に沿って、各種

イベントを円滑・安全に実施し、大会の成功を期するため、「第５回世界のウチナーンチュ大会実施本部」

（以下「実施本部」という。）の組織及び運営について必要な事項を定めるものである。

（組　織）

第２条　実施本部は、大会実行委員会及び事務局のスタッフを中心に、関係団体等からの協力支援を得て組

織する。

２　実施本部の組織体制は、本部長（実行委員会会長　沖縄県知事）以下、別表１のとおりとする。

３　前項に規定する組織の分掌する事務は別表２のとおりとする。

（役員の職務）

第３条　本部長は、実施本部の会務を総理する。

２　副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在のとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。ただし、

その職務を代理する者は、予め本部長が指定した者とする。

３　本部員は、上司の命を受け、実施本部の運営に参画する。

４　統括部長は、必要に応じて実施本部事務局長と協議して、実施本部事務局の大会運営に係る重要事項を

統括する。

５　実施本部事務局長は、統括部長を補佐し、統括部長不在のとき、又は事故あるときは、その職務を代理

する。

（実施本部事務局）

第４条　実施本部事務局は、別表２に示す実施本部の事務を処理する。

２　事務局長は、実施本部事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。

３　事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは事務局長を代理する。

（応援体制）

第５条　本部長は、大会開催中、共催３団体から施設提供、便宜供与、職員の派遣等を求めるとともに、必

要に応じて通訳等一般からのボランティアを募る。

（非常時の管理体制）

第６条　本部長は、台風等の荒天又は突発の事故等により予定どおりの大会業務運営が不可能と判断される

場合は、統括部長及び実施本部事務局長の報告に基づき、実施計画の内容変更又は中止を決定する。

（実施本部設置の時期）

第７条　実施本部の設置については平成２３年８月１０日とし、１０月１１日から１０月１６日までの間、沖縄セルラー

スタジアム那覇内に実施本部事務局を置き、また沖縄コンベンションセンター内に支部を置く。

２　実施本部は、大会の終了に伴い、解散する。

（雑　則）

第８条　この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
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［
別
表
２
］

　
総
務
部
：
大
会
全
般
の
運
営
に
係
る
総
合
調
整
、
総
合
案
内
、
苦
情
処
理
の
ほ
か
、
他
の
部
に
属
し
な
い
業
務
を
処
理
す
る
。

摘
　
　
　
　
要

業
　
　
　
務
　
　
　
概
　
　
　
要

係
　
　
　
　
名

班
　
　
名

総
合
案
内
所
、
会
場
内
外
の
ア
ナ
ウ
ン

ス
、

「
苦
情
台
帳
」
作
成
。

「
拾
得
物
・
遺
失
物
台
帳
」
の
作
成

「
迷
子
台
帳
」
の
作
成

大
会
全
般
に
係
る
諸
業
務
、
総
合
調
整
、
総
合
案
内
、
苦
情
処
理
、
各

部
・
各
班
と
の
連
絡
調
整
、
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

拾
得
物
、
遺
失
物
、
迷
子
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

会
場
内
の
安
全
、
防
災
状
況
の
確
認
及
び
施
設
管
理
者
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

①
総
務
係

１
．
総
務
班

　
　
班
　
長

　
　
副
班
長

実
施
本
部
が
必
要
と
す
る
通
訳
、
翻
訳
業

務
の
対
応
。
総
合
案
内
所
に
お
け
る
英

語
、
西
語
、
葡
語
の
監
修

大
会
実
施
本
部
の
運
営
に
必
要
な
通
訳
、
翻
訳
に
関
す
る
こ
と
。

②
通
訳
・
翻
訳
係

看
護
師
配
置

「
救
護
台
帳
」
の
整
備

救
護
に
関
す
る
業
務
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

③
救
護
係

各
部
、
各
班
員
へ
の
配
布

大
会
本
部
の
弁
当
、
飲
み
物
等
の
管
理
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
食
糧
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

④
食
糧
係

通
訳
及
び
大
会
補
助
に
関
す
る
配
置
調
整

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
す
る
総
合
調
整
。
各
部
、
各
班
の
業
務
に
必
要
と

さ
れ
る
一
般
・
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑤
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
係

会
場
へ
の
交
通
・
輸
送
状
況
の
案
内
・
確

認
、
連
絡
調
整

各
駐
車
場
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

各
駐
車
場
・
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
発
着
所
で
の
案
内
に
関
す
る
こ
と
。

⑥
交
通
輸
送
係
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接
遇
部
：
Ｖ
Ｉ
Ｐ
に
対
す
る
接
遇
及
び
開
会
式
、
閉
会
式
等
で
の
受
付
、
案
内
業
務
を
処
理
す
る
。

摘
　
　
　
　
要

業
　
　
　
務
　
　
　
概
　
　
　
要

係
　
　
　
　
名

班
　
　
名

Ｖ
Ｉ
Ｐ
ル
ー
ム
の
準
備
・
管
理
、
通
訳
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、
湯
茶
接
待
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

配
置

Ｖ
Ｉ
Ｐ
の
湯
茶
接
待
等
並
び
に
招
待
者
等
の
た
め
の
湯
茶
接
待
に
関

す
 る
こ
と
。 

①
接
遇
係

１
．
接
遇
班

　
　

　
　
班
　
長

　
　
副
班
長

登
壇
案
内
（
介
助
含
む
）

入
り
口
か
ら
の
誘
導

通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ｲア
配
置

 来
賓
等
の
誘
導
、
会
場
案
内
に
関
す
る
こ
と
。

②
案
内
係

部
・
課
長
ク
ラ
ス
等
で
対
応

国
際
交
流
員
又
は
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ｲア
配

置

 Ｖ
Ｉ
Ｐ
の
県
内
滞
在
中
に
お
け
る
視
察
、
訪
問
等
の
接
伴
に
関
す
る

こ
 と
。

③
接
伴
係

招
待
者
、
国
内
別
の
受
付
、
通
訳
ボ
ラ
ン

テ
ｲア
配
置

 開
・
閉
会
式
の
受
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

①
受
付
係

２
．
受
付
班

　
　
班
　
長

　
　
副
班
長

記
念
品
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
管
理
、
配
布

一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
配
置

 記
念
品
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

②
記
念
品
係

開
会
式
、
閉
会
式
に
お
け
る
受
付
班
と
の

連
携

通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ｲア
、
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
配
置

 会
場
内
の
案
内
、
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

①
会
場
案
内
係

３
．
式
典
案
内
班

　
　
班
　
長

　
　
副
班
長

　
　
副
班
長
（
Ｏ
Ｉ
Ｐ
）

開
会
式
終
了
後
に
記
念
品
の
配
布

 会
場
外
の
整
理
。

②
会
場
整
理
係

 各
部
、
各
班
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

③
会
場
連
絡
係
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イ
ベ
ン
ト
部
：
イ
ベ
ン
ト
部
門
の
管
理
・
監
督
、
総
合
調
整
、
問
い
合
わ
せ
、
苦
情
処
理
等
に
関
す
る
業
務
を
処
理
す
る
。

摘
　
　
　
　
要

業
　
　
　
務
　
　
　
概
　
　
　
要

係
　
　
　
　
名

班
　
　
名

イ
ベ
ン
ト
、
協
議
結
果
の
取
り
ま
と
め
、

広
  報
対
応
（
広
報
班
）、
遺
失
物
、
迷
子

の
連
  絡
、
弁
当
の
受
配

一
般
・
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ｲア
配
置

看
護
師
配
置
（
適
宜
）

左
欄
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
総
括
業
務
に
関
す
る
こ
と
。
問
い
合
わ
せ
、

苦
情
処
理
に
関
す
る
こ
と
。
各
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
の
連
絡
調
整
に
関

す
 る
こ
と
。

①
前
夜
祭
パ
レ
ー
ド
係

②
知
事
招
宴
係

③
開
会
式
係

④
表
彰
式
係

⑤
閉
会
式
係

⑥
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
交
流
祭
係

⑦
ワ
ー
ル
ド
バ
ザ
ー
ル
係

⑧
空
手
道
・
古
武
道
交
流
祭
係

⑨
国
際
親
善
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
係

⑩
国
際
親
善
フ
ッ
ト
サ
ル
大
会
係

⑪
「
奉
納
演
舞
（
武
）」
「
舞
へ
の
誘
い
」
係

⑫
「
世
界
・
平
和
・
未
来
展
」
係

⑬
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ど
自
慢
係

１
．
イ
ベ
ン
ト
班

　
　
（
本
部
）

　
　
班
　
長

　
　
副
班
長
（
Ｏ
Ｉ
Ｐ
）

イ
ベ
ン
ト
、
協
議
結
果
の
取
り
ま
と
め
、

広
  報
対
応
（
広
報
班
）、
遺
失
物
、
迷
子

の
連
  絡
、
弁
当
の
受
配

一
般
・
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ｲア
配
置

看
護
師
配
置
（
適
宜
）

左
欄
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
総
括
業
務
に
関
す
る
こ
と
。
問
い
合
わ
せ
、

苦
情
処
理
に
関
す
る
こ
と
。
各
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
の
連
絡
調
整
に
関

す
 る
こ
と
。

①
ワ
ー
ル
ド
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ェ
ア
係

②
ワ
ー
ル
ド
ウ
チ
ナ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
係

③
「
移
民
資
料
展
」
係

④
「
N
IP
PO
N
IA
」
係

⑤
「
琉
球
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
」
係

⑥
「
翔
べ
！
尚
巴
志
」
係

⑦
「
我
ら
が
住
む
は
五
大
州
」
係

⑧
連
携
イ
ベ
ン
ト
係

２
．
イ
ベ
ン
ト
班

　
　
（
支
部
）

　
　
班
　
長

　
　
副
班
長
（
Ｏ
Ｉ
Ｐ
）
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広
報
部
：
参
加
者
、
報
道
関
係
者
等
へ
の
広
報
、
観
光
情
報
提
供
等
、
広
報
業
務
を
処
理
す
る
。

摘
　
　
　
　
要

業
　
　
　
務
　
　
　
概
　
　
　
要

係
　
　
　
　
名

班
　
　
名

各
部
・
各
班
か
ら
の
情
報
集
約
、
イ
ベ
ン

ト
日
程
の
変
更
、
イ
ベ
ン
ト
結
果
の
報
道

通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ｲア
配
置

報
道
機
関
と
の
連
絡
調
整
及
び
プ
レ
ス
室
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
大
会
広
報
一
般
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

①
広
報
係

１
．
広
報
班

　
　
班
　
長

　
　
副
班
長

会
場
内
の
マ
ス
コ
ミ
取
材
エ
リ
ア
の
確

認
、
誘
導
、
管
理
。

式
典
等
会
場
に
お
け
る
マ
ス
コ
ミ
取
材
エ
リ
ア
の
管
理
、
誘
導
に
関
す

る
こ
と
。

②
マ
ス
コ
ミ
受
付
・
管
理
・
誘
導
係

大
会
全
般
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
、
日
程

の
変
更
、
観
光
情
報
等
提
供

通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ｲア
配
置

空
港
内
で
の
大
会
参
加
者
、
報
道
関
係
者
等
へ
の
大
会
広
報
、
観
光
情

報
等
、
広
報
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

③
空
港
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
係
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第５回世界のウチナーンチュ大会ボランティア募集要項

１　目　　的 ：第５回世界のウチナーンチュ大会に参加するために来県する関係者を温かく迎えるととも

に、イベントの成功を目指してボランティアを募集します。

２　募集期間：平成２３年７月４日（月）～平成２３年９月１６日（金）

３　募集人員：約７００名

４　応募資格 ：（１）個人応募　１８歳以上の方で世界のウチナーンチュ大会とボランティア活動に関心・意欲

　　　　　　　　　　　　　　のある方

（２）団体応募　学校、サークル等単位による参加を希望する団体

５　活動期間：①　平成２３年９月５日（月）～平成２３年９月９日（金）

　　及び内容　　　（海外参加者等ワッペンのフォルダーへの封入作業等）

②　平成２３年１０月７日（金）～平成２３年１０月１１日（火）

　　（海外参加者へのお土産の袋詰め作業等）

③　平成２３年１０月１２日（水）～平成２３年１０月１６日（日）

（大会期間中の各イベントにおける補助：受付、会場整理、イベントに関する説明、駐車

場整理、シャトルバス運行管理等を予定しています。）

６　活動場所：①、②　那覇市内

　　　　（沖縄県庁を予定していますが、後日改めてご案内します。）

　　　　　　　③　各イベント会場

（沖縄セルラースタジアム那覇、沖縄コンベンションセンター等。

活動日時、場所について、希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。）

　　　

７　応募方法：所定の申込書をファクシミリまたはＥメールで提出してください。（郵送も可）

８　そ　の　他

　（１）①、②のボランティアについて

　　　弁当代を含めた交通費（一律８００円／日）支給。活動時間は９時～１７時予定。

　（２）③のボランティアについて

交通費（一律８００円／日）支給。作業が昼食時間を挟む場合は、弁当を配布します。

９月２６日及び２７日に説明会を開催予定（具体的な活動内容、時間等はその際ご説明します）。

英語、スペイン語、ポルトガル語等の通訳が可能な方は、申込書へ記入してください。

９　お問い合せ・申込み先

ボランティア募集担当：協同組合沖縄産業計画

住所：〒９００－００１１　沖縄県那覇市上之屋３１４－２　サンメディアビル３Ｆ

TEL ：０９８－８６１－２７８８　　FAX：０９８－８６１－７００８

Eメール：oip-10@coast.ocn.ne.jp    大会ホームページ：http://www.wuf5th.com/ 
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（趣　旨）

第１条　この要領は「第５回世界のウチナーンチュ大会」実行委員会（以下「実行委員会」という）に対する

行催事の共催及び後援（以下「共催等」という）の申請の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）共催主催者と同等の地位に立ち、事業の実施にあたり協力することをいう。

（２）後援事業の趣旨に賛同し、後援者として実行委員会名義の使用を認めることをいう。

（承認の審査及び決定）

第３条　実行委員会会長は、団体及び個人が主催する行催事について、当該団体及び個人から共催等の承認

申請があった場合には、行催事の主体、目的、内容、性格、実施態様等を総合的に審査し、共催等の承認

を行うものとする。

（承認申請の手続き）

第４条　共催等の承認の申請をしようとする者は、承認申請書（第１号様式）を行催事開催日の１４日前まで

に実行委員会会長に提出しなければならない。

２　実行委員会会長は前項の承認をしたときは、当該申請書に対して承認書（第２号様式）を交付するもの

とする。

（共催等の名義）

第５条　行催事の共催等の名義は、「第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会」とする。

（共催等名義使用の取り消し）

第６条　実行委員会は第４条に定める承認の決定の後においても承認基準に反する事項が生じた場合は、共

催等の名義の使用を取り消すことができる。

（実施後における結果報告）

第７条　共催等名義の使用承認を受けた者は、行催事の終了後、速やかに実施報告書（第３号様式）に関係

資料を添付の上、実行委員会会長に提出しなければならない。

　　附　則

　この要領は、平成２３年１月２１日から施行する。

「第５回世界のウチナーンチュ大会」に係る行催事の

共催等に関する取扱要領
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第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク取扱規程

（趣　旨）

第１条　この規程は、第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク（以下「大会マーク」という。）の取

扱について必要な事項を定めるものする。

（使用申請）

第２条　大会マークを使用する場合は、あらかじめ「第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク使用

承認申請書」（様式第１号）を第５回世界のウチナーンチュ大会実行委員会会長（以下「会長」という。）

に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

（１）国、地方公共団体が使用するとき。

（２）報道機関が大会の報道及び広報の目的で使用するとき。

（３）その他会長が適当と認めたとき。

（使用の承認）

第３条　会長は、前条に規程する使用申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当

するときを除き、「第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク使用承認書」（様式第２号）を交付し、

大会マークの使用を承認するものとする。

（１）大会の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがあるとき。

（２）法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

（３）その他会長が大会マークの使用について不適当と認めたとき。

２　前項の承認には、必要な条件を付することができる。また、営利目的の場合、原則として協賛企業に限

り承認する。

（使用上の遵守事項）

第４条　シンボルマークを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）承認された使用項目のみに使用し、会長の指示する使用条件に従うこと。

（２）定められた色、形状、配色等に従って正しく使用すること。

（使用の中止等）

第５条　会長は、承認を受けないで大会マークを使用している者、又は前条の規定に違反して大会マークを

使用した者に対して、大会マークの使用承認を取り消し、又は使用物件の回収を求めるなど必要な措置を

とるものとする。

（見本等の提出）

第６条　大会マークを使用した者は、大会マークを使用した物品の見本等使用状況が確認できるものを実行

委員会に提出するものとする。

　　附　則

　この規定は、平成２３年４月１５日から施行する。
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様式第１号（第２条関係）

平成　　年　　月　　日　

第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク使用承認申請書

　第５回世界のウチナーンチュ大会

　実行委員会会長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　所　在　地

　　　　　　　　　　　　　　名　　　称

　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　下記により第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマークを使用したいので承認願います。

１　使用目的

２　使用対象

３　使用方法

４　使用期間

　　平成　　年　　月　　日　から　平成　　年　　月　　日

５　添付書類

　大会マークを使用しようとする事業に関する企画書（商品については製造価格又は販売価格、商品見本、

製造数量、広告等については、広告の原稿、広告費用、製作数量、広告計画等を明記すること。）及び会社経

歴書を添付すること。
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様式第２号（第３条関係）

平成　　年　　月　　日　

第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク使用承認書

　団体名

　　代表者　　　　　　　　　　　　　あて

第５回世界のウチナーンチュ大会　　　

実行委員会会長名　　　　　　　　　　

沖縄県知事　仲井眞　弘多　

　平成　　年　　月　　日付けで申請のあったシンボルマークの使用については、下記の条件を付して承認

します。

記

１　シンボルマークの使用に関しては、「第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク取扱規程」及び

「第５回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク使用承認申請書」の内容を遵守すること。

２　使用期間

　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日
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「第５回世界のウチナーンチュ大会」招待の考え方

１　招待にあたって

　１世紀を超える移民の歴史を経て、海外の県系人コミュニティにおいては、ウチナーネットワークを担

う次世代の育成が大きな課題となっており、県内においては、ウチナーネットワークに対する県民の理解

促進が求められている。

　「第５回世界のウチナーンチュ大会」は、以下の基本方針に基づいた事業を行うことにより、ウチナー

ネットワークを持続的に発展させるとともに、世界に向けた新たなネットワークの展開を目指し、「沖縄２１

世紀ビジョン」に謳われる「世界に開かれた交流と共生の島」の実現に資することを目的として開催する。

【基本方針】

（１）ウチナーネットワーク、アイデンティティーを次世代に継承する。

（２）沖縄県民を含む世界のウチナーンチュの交流を促進する。

（３）ウチナーネットワークのよりグローバルな展開を推進する。

　このため、海外をはじめ県内外から本大会の目的、基本方針に沿った方々を大会へ招待することは重要

な意義をもつものであり、招待者の区分、招待者の範囲及び処遇等の招待に係る基本的な考え方を定める

こととする。

２　招待に係る基本的視点

①　将来のウチナーネットワークの担い手としての次世代（次世代継承）

②　ウチナーネットワークの拡充・発展、グローバルな展開に深く関わっている者（ウチナーネットワー

クの構築寄与及びグローバルな展開推進）

③　海外県系人社会に貢献した者、移住先と沖縄県との相互発展に貢献した者（ウチナーネットワーク

の構築寄与及びグローバルな展開推進）

④　本県に縁のある関係機関、団体及び個人（県民を含む交流促進）

３　招待の区分

　２の基本的視点に基づき、招待者を次のとおり区分する。

　なお、大会のイベントの要員として出席を依頼する者については、各々のイベントにおいて対応する。

　（１）特別招待者

　　ア　ウチナーネットワークの担い手（次世代代表）

　将来の県系人社会及び在住国・地域の発展とウチナーネットワークの継承者として活躍が期待でき

る者。

　　イ　新認証の「新ウチナー民間大使」

　ウチナーネットワークの構築に寄与し、海外と沖縄との交流の架け橋となっている者で、前回大会

以降に新たに認証された者。

　　ウ　海外沖縄県人会の現会長

　　エ　海外功労者

　　　　特に功績が顕著であるとして実行委員会会長が認める者。

　（２）ＶＩＰ招待者

　　ア　海外ＶＩＰ

　　　　姉妹提携先の長、海外移住先国要人等

　　イ　国内ＶＩＰ

　　　　関係省庁大臣、国際交流関係機関の長、県選出国会議員等

　　ウ　県内ＶＩＰ

　　　　特命全権大使（沖縄担当）、国関係の出先機関の長、市町村長、県議会議員、県の各種委員会の長等
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　（３）一般招待者

　　ア　海外一般招待者

　　　�イ以外の「新ウチナー民間大使」、ＷＵＢ、県費留学生・技術研修員ＯＢ、海外マスコミ等

　　イ　国内一般招待者

　　　　美ら島沖縄大使、国内沖縄県人会の会長等

　　ウ　県内一般招待者

県内国際交流団体の長、寄付・協賛団体、レッスタディワールドウチナーンチュ活動校、マスコミ等

４　対　応

　　招待の区分に応じて、費用負担及び大会参加のために必要な便宜供与を図る。

５　業務の推進

　　業務を効率的に推進するため、必要に応じ別途に招待者区分毎の招待要綱を作成する。

第５回大会　＜招待者区分チャート＞
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特別招待者　招待要綱

１　目　的

　「第５回世界のウチナーンチュ大会」実行委員会会長（以下「実行委員会会長」という。）は、これから

未来のウチナーネットワークを担う人物として期待される者、ウチナーネットワークの構築に寄与してい

る「新ウチナー民間大使」及び海外沖縄県人会の現会長を大会に招待することにより、アイデンティティー

及びウチナーネットワークを持続的に継承し、新たなネットワークの拡大及びさらなるグローバルな展開

を推進する。

　また、実行委員会会長は、移住先国・地域と沖縄県の相互発展への貢献が顕著と認められる者又は海外

において本県との国際交流に尽力した者（以下「海外功労者」という。）を大会に招待することにより、今

後一層の国際交流の推進を目指すものである。

２　対象者

　　特別招待者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　（１）ウチナーネットワークの担い手（次世代代表）

　県人会等の推薦により、将来の県系人社会及び在住国・地域の発展とウチナーネットワークの継承者

として活躍している者で、かつ今後も活躍が期待できる者とし、特に実行委員会会長が認める者。

　（２）新認証の「新ウチナー民間大使」

　ウチナーネットワークの構築に寄与し、海外と沖縄との交流の架け橋となっている者で、前回大会以

降に新たに認証された者。

　（３）海外沖縄県人会の現会長

　（４）海外功労者

　県人会等の推薦により功績が顕著であるとして特に実行委員会会長が認める者のうち、過去において

表彰を受けていない者。

３　選定方法

　ウチナーネットワークの担い手及び海外功労者の選定にあたっては、教育・文化・経済等あらゆる分野

を勘案し、予算の範囲内で実行委員会会長が決定する。

４　費用負担

　　特別招待者の渡航に要する費用の一部負担について、予算の範囲内で実行委員会会長が決定する。

５　処　遇

　特別招待者に対する処遇は、開会式等における座席確保及び大会参加に必要な便宜供与を図ることとする。

６　疾病・傷害等

　特別招待者に係る沖縄滞在中及び旅行中の疾病・傷害等の事故処理に要する経費については、自己負担

とする。

７　その他

　　この要綱に定めのない事項については、実行委員会会長が別途定めるものとする。

　　附　則

　この要綱は、平成２３年６月２４日から施行する。
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ＶＩＰ　招待者　招待要綱

１　目　的

　「第５回世界のウチナーンチュ大会」実行委員会会長（以下「実行委員会会長」という。）は、国内外か

ら大会開催に御協力をいただいた関係機関の長並びに本県の国際交流の推進に貢献された方（以下「ＶＩ

Ｐ招待者」という。）を大会に招待し、各種イベントを通じて、世界に開かれた交流と共生の島、沖縄への

理解を深めてもらうことにより、今後一層の国際交流の推進を目指すものである。
　

２　対象者及び選定方法

　ＶＩＰ招待者は、次の区分により、それぞれの各号のいずれかに該当する者を対象とし、実行委員会会

長が選定する。

　（１）海外ＶＩＰ

ア　県又は県内市町村が姉妹提携している州又は都市の代表者

イ　海外移住先国の要人等

ウ　その他、特に実行委員会会長が認める者

　（２）国内ＶＩＰ

ア　内閣府、総務省、法務省、外務省等の政府関係要人

イ　国際交流関係機関の長及び役員

ウ　県選出及び県出身国会議員

エ　その他、特に実行委員会会長が認める者

　（３）県内ＶＩＰ

ア　特命全権大使（沖縄担当）

イ　国関係の出先機関の長

ウ　県議会議員

エ　市町村長及び市町村議会議長

オ　県の各種行政委員会の長

カ　その他、特に実行委員会会長が認める者
　

３　費用負担

　　ＶＩＰ招待者の渡航に要する費用については、全額自己負担とする。
　

４　処　遇

　　招待の区分により、各処遇を以下のとおり定める。

　（１）海外ＶＩＰ及び国内ＶＩＰ

ア　開会式等における座席の確保

イ　空港、ホテル間の送迎

ウ　宿舎の紹介

エ　沖縄滞在中の随行者配置

　（２）県内ＶＩＰ

　　　開会式等における座席の確保
　

５　疾病・傷害等

　ＶＩＰ招待者に係る沖縄滞在中及び旅行中の疾病・傷害等の事故処理に要する経費については、自己負

担とする。
　

６　その他

　　この要綱に定めのない事項については、実行委員会会長が別途定めるものとする。
　

　　附　則

　この要綱は、平成２３年６月２４日から施行する。
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一般招待者　招待要綱

１　目　的

　「第５回世界のウチナーンチュ大会」実行委員会会長（以下「実行委員会会長」という。）は、国内外か

ら本県に縁のある団体及び個人（以下「一般招待者」という。）を大会に招待し、ウチナーネットワークを

持続的に継承するとともに、新たなネットワークの拡大及びさらなるグローバルな展開を推進する。ま

た、世界に開かれた交流と共生の島、沖縄を県内外へ発信することにより、今後一層の本県の国際交流の

推進を目指すものである。

２　対象者及び選定方法

　一般招待者は、次の区分により、それぞれの各号のいずれかに該当する者を対象とし、実行委員会会長

が選定する。

　（１）海外一般招待者

　　　新ウチナー民間大使、沖縄県人会の役員、県費留学生・技術研修員ＯＢ、海外マスコミ等

　（２）国内一般招待者

　　　美ら島沖縄大使、国内県人会の役員等

　（３）県内一般招待者

　　　県内国際交流団体の長、後援・協賛団体、レッツスタディワールドウチナーンチュ協力校、マスコミ等

　（４）その他、特に実行委員会会長が認める者

３　費用負担

　　一般招待者の渡航に要する費用については、全額自己負担とする。

４　処　遇

　　一般招待者に対する処遇については、開会式等における座席の確保とする。

５　疾病・傷害等

　一般招待者に係る沖縄滞在中及び旅行中の疾病・傷害等の事故処理に要する経費については、自己負担

とする。

６　その他

　　この要綱に定めのない事項については、実行委員会会長が別途定めるものとする。

　　附　則

　この要綱は、平成２３年６月２４日から施行する。
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（趣　旨）

　第１条この要綱は、戦後沖縄の窮状を救済するため、５５０頭の豚を沖縄に送り届けた上江洲安雄氏他６人の

功績を称えるため、「第５回世界のウチナーンチュ大会」を記念して表彰を行うにあたり、大会へ招待する７

人の御子息（以下「海から豚がやってきた関連特別招待者」という。）の旅費に関して必要な事項を定める。

（旅費の支給）

第２条　「第５回世界のウチナーンチュ大会」に招待する「海から豚がやってきた関連特別招待者」に旅費を

支給するものとする。

２　支給する旅費は、航空運賃（燃料サーチャージ、空港税含む）及び宿泊代とする。

３　支給する旅費の額は以下のとおりとする。

　①　航空運賃……実費

　②　宿　泊　代……１泊につき９，８００円とする。なお、１０月１１日から１０月１６日までの６泊分を上限とする

（旅行依頼）

第３条　前条第１項の規定に該当する旅行は、「第５回世界のウチナーンチュ大会」実行委員会事務局長の発

する旅行命令によって行われなければならない。

２　旅行命令簿の様式は、第１号様式による。

（旅費の請求）

第４条　旅費の支給を受けようとする旅行者は、旅費請求明細書に署名し、支給を受けるものとする。

２　旅費請求明細書の様式は、第２号様式による。

　　附　則

　この要綱は、平成２３年９月１５日から施行する。

第５回世界のウチナーンチュ大会

「海から豚がやってきた」関連特別招待者旅費支給要綱
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